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※　お使いのパソコン等の環境により、「確定申告書等作成コーナー」をご利用になれない場合があります。
※　25ページから32ページに掲載の「確定申告書等作成コーナー」の画面は、ご利用になる際の画面と異なる場合があります。

検 索確定申告書等作成コーナー よくある質問 入力例等

ご利用について

入力用フォームのダウンロード

その他

作成の流れ・追加機能
・税制改正など

様式・手引き・入力例

電子証明書の
登録・再登録のみを行う方

マイナンバーカードや
住民基本台帳カードの利用について

医療費集計フォーム

お問い合わせ

リンク

配当集計フォーム

ご利用案内

→詳しくはこちら →詳しくはこちら

メッセージボックス確認

ご利用になれない方 e-Tax送信体験版

作成コーナー（トップ画面）

e-Taxにより送信した申告書等を確認される方

更正の請求書・修正申告書を作成される方

申告書・決算書
収支内訳書等

途中で保存したデータを
読み込んで再開する方

過去の年分のデータを
利用して作成する方

作成開始

作成再開 過去の年分のデータ利用

電子申告の受付結果の確認や送信したデータのダウンロードができます。
送信した申告書等の表示
送信した申告データを読み込んで内容を表示します。

更正の請求書・修正申告書作成開始 更正の請求書・修正申告書作成再開

国税庁 NATIONAL TAX AGENCY
法人番号7000012050002

サイト内検索 検索 検索の仕方 文字拡大・読み上げ

ホームページの使い方 サイトマップ ご意見・ご要望 メールマガジン

ホーム 税について調べる 申告・納税手続 活動報告・発表・統計 国税庁概要・採用 調達・その他の情報

新着情報

訪問者別に調べる

税目別に調べる

所得税 法人税
源泉所得税 消費税
譲渡所得 印紙税
相続税 酒税
贈与税

パンフレット・手引き

税法・通達等・質疑応答事例

申請・届出様式

タックスアンサー（よくある税
の質問）

確定申告書等作成コーナー

国税電子申告・納税システム
（e-Tax）

社会保障・税番号制度 マイナンバー〈     〉
申告書等にマイナンバーの記載が必要になります。

トピックス トピックス一覧

■  税務職員を装った振り込め詐欺や年金・マイナンバー詐欺等の不審な電話、メールな
　どにご注意ください
■  国税庁を名乗る者・団体から不審メールが送信される事例が発生しておりますのでご
　注意ください

■  災害（地震、風水害、雪害等）により被害を受けた皆様へ
■  平成28年熊本地震に関するお知らせ

国税庁法人番号公表サイト
法人番号で わかる。つながる。ひろがる。

相続税・贈与税特集

相続税の申告要否
判 定 コ ー ナ ー

【日本産酒類の輸出支援】

国税庁概要・採用

国税庁の紹介
採用案内
税務大学校
国税不服審判所

本文へ

　e-Tax・書面提出の選択やパソコン等の環境確認などの画面に順次進みますので、画面の手順に従い
入力し作成する申告書等の選択 画面へ進みます。

　国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」をクリックし、表示
された「所得税（確定申告書等作成コーナー）」の「確定申告書等作成コー
ナー」をクリックします。

　「申告書・決算書・収支内訳書等　作成開始」をクリックします。

入力例等

ご利用になれない方

売買契約書等から譲渡による収入金額、必要経費などを入力します（26 ～ 30 ページ参照）。

譲渡所得の内訳書（確定申告書付表兼計算明細書）【土地・建物用】など
申告書第三表〔分離課税用〕（税金の計算部分を除く）

源泉徴収票等から給与の支払金額や公的年金等の支払金額などを入力します（31～ 32ページ参照）。

申告書Ｂ第一表
申告書Ｂ第二表
申告書第三表〔分離課税用〕（税金の計算部分）

「確定申告書等作成コーナー」へアクセス！
　売買契約書や領収書等から収入金額などを入力！
　　　　　　　確定申告書が自動計算され便利に作成！

26ページ

　「確定申告書等作成コーナー」の「入力例
等」では、この冊子の以下の事例について
「確定申告書等作成コーナー」で申告書等を
作成する場合の具体的な入力例を掲載してい
ます。

　【事例１】･･･「一般の譲渡」
　【事例２】･･･「マイホームの売却による譲渡

益」
　【事例３】･･･「マイホームの売却による譲渡

損」

　土地建物等の譲渡所得がある方で、譲渡契
約件数が４件以上ある場合、保証債務の特例
（所法64条２項）の適用を受ける場合などは、
｢確定申告書等作成コーナー｣をご利用になれ
ません。
　詳しくは、国税庁ホームページの「確定申告
書等作成コーナー」の「ご利用になれない方」
でご確認ください。

e-Taxでデータ送信 又は 印刷して税務署に郵送等で提出します。  

◇◇◇　「確定申告書等作成コーナー」の入力手順　◇◇◇

◇◇◇　「確定申告書等作成コーナー」へはこちらから　◇◇◇
国税庁ホームページ ※この画面は平成28年10月現在のものです。

居住用財産を売却した場合の各種特例のチェックシート（措法36条の２を除く）


